
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者向け 啓発リーフレット                   №４（令和６年 10 月発行） 

インターネットトラブルを防ぐために 
発行：岩見沢市教育委員会 指導室 青少年センター  

Instagram,TikTok,LINE などの「ストーリー機能」 

セキュリティの観点で見てみると、、、 

○C 2024 岩見沢市教育委員会 指導室 青少年センター seishou@city.iwamizawa.lg.jp 

ＴＥＬ：0126-33-3333     ＦＡＸ：0126-25-0777 

「ストーリー」をたどっていけば、、、 

映っている人が、いつ、どこで、何をしているか〔個人情報も〕、 

わかってしまう可能性が、、、 

〔肖像権〕の侵害 

人格権の一部。他人から無断で

写真を撮られたり、撮られた写

真が無断で公表・利用されない

よう主張できる権利。 

背景にいる人の肖像権の侵害

は、違法行為。無許可の写真な

どの投稿はいけません。 

〔＊使用している画像は著作権フリ

ー」のものを使用しています。〕 

気軽で簡単に投稿できる〔Instagram、TikTok、LINE、Facebook、Be Real などなど〕。投稿した 

写真や動画は「24時間で自動的に削除される」。しかし、思わぬトラブルの可能性も。。。 

〔個人情報〕の漏洩 
氏名、生年月日、連絡先（住所・

電話番号・メールアドレス等）、 

会社での役職、本人と特定できる

映像と音声、履歴書などに記載さ

れた情報  

〔個人情報保護法第二条一部要約〕 

〔著作権〕の侵害 

「知的財産権」の一つ。著作物

（写真・イラスト・音楽・ブロ

グ記事）など、ネット上に掲載

されている多くは誰かが著作権

を持っています。 

「ストーリー」に「お気に入

り」の音楽を張り付けて投稿し

よう！」は、要注意！著作権侵

害の可能性が！ 

＊〔自動削除〕の前に、 

●誰かがスクリーンショットや

録画をし、ネットに投稿した

ら、世界中に拡散する可能性が

あります。 

●写真や動画の背景などから、

「あなたの居場所」を特定でき

る可能性が。悪質なストーカー

や嫌がらせの被害を受ける可能

性があります。 

●画像を拡大し「瞳」の中に映

りこんだ情報や「指の指紋」を

盗られてしまう危険性も。 

 

※学校の授業で「新聞をコピーし

て子どもたちに配付する」など、

授業の目的の範囲内で、児童生徒

に配付する場合であれば「著作権

法上認められた場合」に当たりま

す。 

（著作権法第 35条第 1項参照） 

SNSに写真や動画、文章などを投稿するときは、掲載内

容、公開する範囲の設定など、個人情報が漏洩しない使い

方をよく調べ、考え、判断し、自分や周りの人を守るため

に、責任ある使い方をすることが重要です。 

〔お知らせ〕今まで発行した「保護者向け インターネット啓発リーフレット」は、 

【岩見沢市ホームページ内「青少年センター」】からご覧いただけます。 
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